
さが暮らしスタート支援事業補助金 交付申請チェックリスト 

 

          申請者氏名              

 

共通以外の項目については、該当する書類のみご提出ください。 

 提出書類 確認欄 

共通 

武雄市さが暮らしスタート支援事業に係る移住支援金交付申請書 □ 

写真付き身分証明書の写し（マイナンバーカード、運転免許証等） □ 

移住先の住民票謄本 □ 

移住元の住民票除票又は戸籍の附票（移住される方全員分） □ 

日本国籍を有し

ないもの 

在留資格を有することを証明する書類 
□ 

就職 就業証明書 □ 

起業 企業支援金の交付決定通知書の写し □ 

農業 新規就農者育成総合対策（経営開始資金）の交付決定通知書の写し □ 

林業 

就業証明書 □ 

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修承認通知書の写し □ 

「緑の雇用」新規就業者育成推進事業の研修実施計画書の写し □ 

漁業 
就業証明書 □ 

長期研修支援事業（独立型）実施の認定通知の写し □ 

農林漁業（※¹） 農林漁業研修の受講証明書の写し（受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの） □ 

スポーツ振興 就業証明書 □ 

事業承継 

事業承継支援証明書 □ 

事業承継の成立を証する書類（契約書、覚書、代表者の変更を証する書類、

事業計画書等）の写し 
□ 

伝統工芸（就業） 就業証明書 □ 

伝統工芸（起業） 
個人事業の開業・廃業等届出書の写し又は開業届出済証明書の写し □ 

別表第 3 に掲げる団体等に加入したことを証する書類の写し □ 

伝統工芸（※¹） 伝統工芸等研修の受講証明書の写し（受講内容、受講地及び受講期間が確認できるもの） □ 

空き家活用 

本市が設置する空き家バンク活用を証する書類の写し □ 

空き家取得の成立を証する書類（契約書、覚書、所有者の変更を証する書類

等）の写し 
□ 

※¹研修受講後に申請する場合 


